BEAMS　JAPAN監修　産品開発・ブラッシュアップ 応募用紙
◆応募条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本事業に応募するには、次の（１）から（９）の要件をすべて満たすことが必要です。
（１）豊田市内に本店または支店、営業所がある事業者であること 
（２）市税の滞納がないこと
（３）豊田市暴力団排除条例及び豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する　合意書に基づく排除措置を受けていないこと
（４）監修を希望する産品が豊田市内で生産、製造、加工されている商品であること
（５）監修を受けた産品を、本市のふるさと納税返礼品として活用すること
（６）監修によって完成した産品のサンプルを、１点以上本市へ無償提供すること
（７）市及びビームスが行う情報発信に協力できること
（８）事業終了後、市からの事業検証に係る調査（本事業の監修を受けた産品の売上高等の報告等）について協力すること
（９）以下の日程で開催される企画説明会及び計３回の商品開発会議に参加が可能であること
　　　【打ち合わせ実施日（予定）】
	企画説明会
	令和8年７月６日（月）午後２時～
※オンラインにて１時間程度を予定

	第１回商品開発会議
	令和8年７月９日（木）、令和8年７月１０日（金）

	第２回商品開発会議
	令和8年８月１７日（月）、令和8年８月１８日（火）

	第３回商品開発会議
	令和8年９月２８日（月）、令和8年９月２９日（火）


　　　　※商品開発会議は各回のいずれかの日程で原則対面により実施します。
（１事業者あたり１時間程度を予定）

◆提出先　　　　
〒４７１－８５０１
豊田市西町３丁目６０番地　豊田市魅力創造部シティプロモーション課
E-mail：promotion@city.toyota.aichi.jp  

◆募集締切　　令和８年６月２６日（金）午後５時必着
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